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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成22年7月29日(2010.7.29)

【公開番号】特開2008-309517(P2008-309517A)
【公開日】平成20年12月25日(2008.12.25)
【年通号数】公開・登録公報2008-051
【出願番号】特願2007-155153(P2007-155153)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｔ   1/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/14     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/61     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｇ
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｅ
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｋ
   Ｃ０９Ｋ  11/00    　　　Ｅ
   Ｃ０９Ｋ  11/61    ＣＰＦ　
   Ｃ０９Ｋ  11/06    ６０２　
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月14日(2010.6.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に配された光電変換素子アレイを有するセンサーパネルと、前記センサーパネルの
前記光電変換素子アレイが配された面側に配されたシンチレータ層と、前記センサーパネ
ルの前記シンチレータ層側とは反対の面側に配された光発生部と、を有する放射線検出装
置であって、
　前記光発生部は、透明電極層と、発光層と、裏面電極層と、を有し、
　前記発光層は、発光体と、バインダーと、前記シンチレータ層が発光する波長の光を吸
収する黒色顔料と、を含む
ことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項２】
　前記光電変換素子アレイは複数の画素を有し、
　前記光発生部に含まれる前記黒色顔料の含有率は、前記複数の画素を透過した光が入射
される領域の平均値よりも、前記複数の画素の画素間を通過した光が入射される領域の平
均値の方が高いことを特徴とする請求項１に記載の放射線検出装置。
【請求項３】
　基板に配された光電変換素子アレイを有するセンサーパネルと、前記センサーパネルの
前記光電変換素子アレイが配された面側に配されたシンチレータ層と、前記センサーパネ
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ルの前記シンチレータ層側とは反対の面側に配された光発生部と、を有する放射線検出装
置であって、
　前記光発生部は、透明電極層と、発光層と、裏面電極層と、を有し、
　前記発光層は、発光体と、バインダーと、顔料または染料と、を含み、
　前記顔料または染料は、前記シンチレータ層が発光する光のうち最大発光波長の光を吸
収する第１の顔料または染料と、前記第１の顔料または染料の吸収波長領域とは異なる吸
収波長領域を有する第２の顔料または染料と、を含むことを特徴とする放射線検出装置。
【請求項４】
　前記シンチレータ層はＣｓＩ：Ｔｌを含み、
　前記第１の顔料または染料は５７０ｎｍの波長の光を吸収する顔料または染料であり、
かつ前記第２の顔料または染料は４００ｎｍ以上５６０ｎｍ以下又は５８０ｎｍ以上７５
０ｎｍ以下のうちの少なくとも一部の範囲の波長の光を吸収する顔料または染料であるこ
とを特徴とする請求項３に記載の放射線検出装置。
【請求項５】
　前記顔料または染料は、４００ｎｍ以上７５０ｎｍ以下の波長を吸収することを特徴と
する請求項３に記載の放射線検出装置。
【請求項６】
　前記光電変換素子アレイは複数の画素を有し、
　前記光発生部に含まれる前記材料の含有率は、前記複数の画素を透過した光が入射され
る領域の平均値よりも、前記複数の画素の画素間を通過した光が入射される領域の平均値
の方が高いことを特徴とする請求項３に記載の放射線検出装置。
【請求項７】
　前記光発生部は、エレクトロルミネセンスであることを特徴とする請求項１乃至６のい
ずれか１項に記載の放射線検出装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の放射線検出装置と、前記放射線検出装置からの
信号を処理する信号処理手段とを有することを特徴とする放射線撮像システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一つの側面に係る放射線検出装置は、基板に配された光電変換素子アレイを有
するセンサーパネルと、前記センサーパネルの前記光電変換素子アレイが配された面側に
配されたシンチレータ層と、前記センサーパネルの前記シンチレータ層側とは反対の面側
に配された光発生部と、を有する放射線検出装置であって、前記光発生部は、透明電極層
と、発光層と、裏面電極層と、を有し、前記発光層は、発光体と、バインダーと、前記シ
ンチレータ層が発光する波長の光を吸収する黒色顔料と、を含むことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　さらに、本発明の別の側面に係る放射線検出装置は、基板に配された光電変換素子アレ
イを有するセンサーパネルと、前記センサーパネルの前記光電変換素子アレイが配された
面側に配されたシンチレータ層と、前記センサーパネルの前記シンチレータ層側とは反対
の面側に配された光発生部と、を有する放射線検出装置であって、前記光発生部は、透明
電極層と、発光層と、裏面電極層と、を有し、前記発光層は、発光体と、バインダーと、
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顔料または染料と、を含み、前記顔料または染料は、前記シンチレータ層が発光する光の
うち最大発光波長の光を吸収する第１の顔料または染料と、前記第１の顔料または染料の
吸収波長領域とは異なる吸収波長領域を有する第２の顔料または染料と、を含むことを特
徴とする。
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